
注１　疎明資料が必要な時とは・・ 〒６５６－２２９２

続柄や相続関係等が不明な場合 淡路市生穂新島８番地 住民登録のある現住所が記載された、

確認資料として添付をお願いする 免許書、保険証など（パスポートは不可）

場合があります。

①　②　③　④　を同封して

お送りください。

小　為　替

淡路市役所
市民人権課　戸籍係

②

＝　郵送請求に必要な書類　＝

本人確認
書類

④

①

疎明資料
※注１

③

申　請　書

返信用封筒

※郵便局で購入してください

小為替は切り離さず、何も記入しない

（発行日より6ヶ月以内のもの）

返送先の住所、（住民登録のある

住所）氏名をご記入ください


